
議 案 第 ５ ６ 号  

 

亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正

す る 。  

 

 

         平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ２ ８ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

８ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 」 を 「 母 子 及 び 父 子 並 び に

寡 婦 福 祉 法 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 に 規 定 す る 一 人 親 家 庭 等

の 母 に お い て 、 法 第 ６ 条 第 １ 項 中 「 女 子 」 を 「 男 子 」 に 読 み 替 え た

場 合 の 者 」 を 「 法 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 男 子 又 は 婚

姻 を し た こ と の な い 男 子 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻

関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 現 に １ ８ 歳 未 満 児

を 養 育 す る も の 」 に 改 め る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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